HSD　FORUM会則　付則

　　2010年度の会費について下記の特例を適応する。

　１：正会員の会費は徴収しないこととする。

　２：賛助会員の会費は徴収しないこととする。

　３：新規会員の会費は正会員、賛助会員とも5万円とする。　

